
湖南農業振興地域整備計画（法第８条） 

 

１．農業振興地域整備計画の内容 

 

湖南農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、①優良な農地を確

保・保全するとともに、農業振興の②各種施策を計画的かつ集中的に実施するために湖南市が定め

る総合的な農業振興の計画です。 

 

２．農用地利用計画の変更 

 

農用地利用計画の変更

法第１０条第３項非該当（該当）
による変更

・法１３条２項の５要件については適
用がない。

・農用地等とすることが適当でない土
地（道路、河川、電気中継施設等）と
なった場合は、速やかに除外を行うこ
と。

→農用地等とすることが適当な土地
に含まれない土地とされたことによる
変更

法第１０条第４項該当
による変更

・１ｈａを超える場合は軽微変更で対
応できない。

→１ｈａを超えない農地から農業用施
設用地への変更等

施行令第９条
による軽微変更

・除外に当たっては、５要件の確認を
適切に行うこと（後述）。

・通常のほとんどの除外がこれに当た
る。

→転用を目的とした農用地区域から
の除外

法第１３条第２項（５要件）
による除外

②山林原野であって農地法上非農地
と判断されたもの

＜例外＞
①法第１５条の２の開発許可不要に
より青地のままで整備された公共施
設を事後に除外するとき。

・満たさなくなった場合については、
下記の例外を除き、原則として基礎
調査に基づき全体見直しで行うべき
であり、通常の除外でこの要件を適
用すべきでない。

・満たすことになった場合（編入）につ
いては、速やかに実施すること。

→農用地区域としての設定基準を満
たさなくなった（満たす）ことによる変
更



転用が必要な事業を計画する際には、その土地が農用地区域でないことを確認してください。 

計画地が農用地区域であった場合は、以下の事項を明らかにした上で、あらかじめ事前相談をさ

れた後に、受付期間内に必要書類を添えて申出書を提出してください。 

 

  １．だれが 

  ２．どのような目的で 

  ３．どう利用するのか 

  ４．なぜ必要なのか 

  ５．代替する土地は他にないか 

 

○ 転用を目的とした農振地区域からの除外（法第１３条第２項） 

 

農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外する

ときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさない等の観点から、次の５つの

要件をすべて満たす場合に限ります。 

 

① 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと 

(ア) 具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか。 

(イ) 通常必要と認められる規模で、必要最低限の規模か。 

(ウ) 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか。 

 

② 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと 

(ア) 周辺の営農環境への支障が軽微か。 

(イ) 農地の集団性を損なわないか。 

(ウ) 土地の利用の混在が生じないか。 

 

③ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれが

ないこと 

(ア) 経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画の達成に支障がないか。 

(イ) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれない

か。 

 

④ 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 

(ア) 農業用排水路の分断、排水阻害等が生じないか。 

 

⑤ 農業生産基盤整備事業完了後８年を経過しているものであること 

(ア) 土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から８年未満ではないか。 

 

○ 受付期間 

 

 ◆５月１日～５月３１日 

 ◆１１月１日～１１月３０日 

（注）平日のみです。 


